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食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
新
旧
対
照
条
文
（
抜
粋
）

○
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
回
収
命
令
等
）

第
九
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
販
売
者
が
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
農
薬
を
販
売
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
農
薬

の
使
用
に
伴
つ
て
第
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

規
定
す
る
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
必

要
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
販
売
者
に
対
し
、
当
該
農
薬
の
回
収
を
図
る
こ
と
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
検
査
）

（
報
告
及
び
検
査
）

第
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
又
は
環
境
大
臣
は
製
造
者
、
輸
入
者
、
販
売
者
又
は
農
薬

第
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
又
は
環
境
大
臣
は
製
造
者
、
輸
入
者
、
販
売
者
又
は
農
薬

使
用
者
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
は
販
売
者
に
対
し
、
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第

使
用
者
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
は
販
売
者
に
対
し
、
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第

一
項
、
第
六
条
の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第
一
項
、
第
六
条
の
四
第
一
項
、
第
七

一
項
、
第
六
条
の
二
第
三
項
、
第
六
条
の
三
第
一
項
、
第
六
条
の
四
第
一
項
、
第
七

条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条
の
二
、
第
十
一
条
、
第

条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
の
二
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
三
項

十
二
条
第
三
項
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
施
行
に

規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
農
薬
の
製
造
、
加
工
、
輸
入
、
販
売
若
し

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
農
薬
の
製
造
、
加
工
、
輸
入
、
販
売
若
し
く
は
使
用
に
関

く
は
使
用
に
関
し
報
告
を
命
じ
、
又
は
そ
の
職
員
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
検
査
の
た
め

し
報
告
を
命
じ
、
又
は
そ
の
職
員
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
数
量
の

必
要
な
数
量
の
農
薬
若
し
く
は
そ
の
原
料
を
集
取
さ
せ
、
若
し
く
は
必
要
な
場
所
に

農
薬
若
し
く
は
そ
の
原
料
を
集
取
さ
せ
、
若
し
く
は
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ

立
ち
入
り
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
農
薬
の
使
用
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の

の
業
務
若
し
く
は
農
薬
の
使
用
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
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他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
農
薬
又
は
そ
の
原
料
を

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
農
薬
又
は
そ
の
原
料
を
集
取
さ
せ
る
と

集
取
さ
せ
る
と
き
は
、
時
価
に
よ
つ
て
そ
の
対
価
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
時
価
に
よ
つ
て
そ
の
対
価
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
監
督
処
分
）

（
監
督
処
分
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
販
売
者
が
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
九
条
の
二

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
販
売
者
が
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
条
の

又
は
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
販
売
者
に
対
し
、
農

二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
販
売
者
に
対
し
、
農
薬
の
販
売
を
制

薬
の
販
売
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

都
道
府
県
知
事
は
、
販
売
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
（
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

４

都
道
府
県
知
事
は
、
販
売
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
（
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

、
第
九
条
の
二
並
び
に
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
に
違
反
し
た
と
き

並
び
に
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
販
売

は
、
当
該
販
売
者
に
対
し
、
農
薬
の
販
売
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き

者
に
対
し
、
農
薬
の
販
売
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
協
議
等
）

（
協
議
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

２

環
境
大
臣
は
、
第
三
条
第
二
項
（
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
第
四
号
又
は

第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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３

環
境
大
臣
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境

省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
公
衆
衛
生

の
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

第
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

第
十
九
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従

第
十
九
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従

業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
次
の
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
次
の
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を

、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

一

第
十
七
条
第
一
号
（
第
二
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る

一

第
十
七
条
第
一
号
（
第
二
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
二
号
又
は
第
三
号

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

。
）
又
は
第
二
号

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

（
略
）

二

（
略
）
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